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４ 計画の推進 

子どもの権利の尊重・

声を聴く機会の確保 

「児童の権利に関する条約」の４つの基本的な考え方や東京都こ

ども基本条例の基本理念の考え方に則り、子どもの権利を尊重しな

がら、最善の利益を念頭に、子ども政策を展開していきます。 

「いたばし子どもワークショップ」以外にも、施策や事務事業な

ど目的に応じて、子ども・若者の声を聴く様々な手法の調査・研究

を絶えず行い、機会の充実を図りながら、可能な限り区政への反映

に努めていきます。 

子育ての学び・家事や

育児の協働 

国は「イクメンプロジェクト」を「共育（トモイク）プロジェク

ト」にリニューアルし、家事関連時間の男女差の解消等をめざして

いることや、区においても令和７（2025）年度を「父親支援元年」

と位置づけていることを踏まえ、仕事と育児の両立支援策だけでな

く、育児不安解消のための講座やメンタルヘルス向上のための相談

受付など、育児支援施策の充実を図ります。男性の家事・育児の支

援にあたっては、実践的スキルの習得に向けたセミナーや家庭内で

の協働を促す啓発イベントなど、多角的なアプローチで取り組みま

す。 

人材確保・育成支援 現在実施している人材確保・育成支援に向けた取組を強化しつ

つ、国や東京都の制度を有効活用しながら、地域における身近な大

人や若者、ボランティア、ピアサポートができる人材など多様な人

材を確保・育成し、専門性を高めるとともに、関係機関における連

携強化を図っていきます。 

子どもの権利を尊重し、子どもの目線を大切に、 

政策の展開に必要となる共通の基盤、仕組みづくり 
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１ 子どもの権利の尊重・声を聴く機会の確保 

（１）子どもの権利の尊重 

〇こども基本法では、「全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障さ

れるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること」とされています。 

○子どもの基本的人権に関し、「児童の権利に関する条約」において、４つの基本的な考え方が

示されています。 

生命、生存及び発達に対する権利（命を守られ成長できること） 

子どもの最善の利益（子どもにとって最もよいこと） 

子どもの意見の尊重（意見を表明し参加できること） 

差別の禁止（差別のないこと） 

  ○東京都こども基本条例も「児童の権利に関する条約」の精神に則り、子どもを権利の主体と

して尊重し、子どもの最善の利益を最優先にするという基本理念を掲げています。 

  ○板橋区においても、これらの考え方に則り、子どもの権利を尊重しながら、最善の利益を念

頭に、子ども政策を展開していきます。 

 

（２）声を聴く機会の確保 

① 区政への参加 

〇こども基本法では、年齢や発達の程度に応じた、子どもの意見表明機会の確保と子どもの

最善の利益の優先考慮、さらに、こども施策の策定等に当たってこどもの意見反映に係る

措置を講ずることを国や地方公共団体に対し義務付け、国は、「こども・若者の意見の政策

反映に向けたガイドライン」を作成し、地方自治体に対して技術的助言を行っています。 

○板橋区では、こども基本法が施行される以前から、東京都板橋区区民参加推進規程に基づ

き、子ども政策にかかる計画等の策定にあたって、適宜、アンケート調査やヒアリングな

どを実施してきました。これらに加え、令和６（2024）年度には、「いたばし子どもワーク

ショップ」を試行開催し、その結果を踏まえ、令和７（2025）年度から本格的に実施を始

めています。 

○「いたばし子どもワークショップ」以外にも、施策や事務事業など目的に応じて、子ども・

若者の声を聴く様々な手法の調査・研究を絶えず行い、機会の充実を図りながら、可能な

限り区政への反映に努めていきます。 
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② 子どもの権利擁護 

〇令和４（2022）年改正児童福祉法では、子どもの権利擁護に関して、里親等委託、施設入

所、在宅指導の措置や一時保護の決定時等における意見聴取等措置の義務化、意見表明等

支援事業の創設が行われるとともに、子どもの権利擁護にかかる環境整備が都道府県（児

童相談所設置市）の事務として明記されました。 

○このことを踏まえ、板橋区では、令和７（2025）年３月に策定した「いたばし子育て支援・

社会的養育推進プラン 2029」に基づき、子どもの権利擁護にかかる取組の充実を図ってい

ます。 

○引き続き、「いたばし子育て支援・社会的養育推進プラン 2029」を着実に推進し、令和 12

（2030）年度以降の取組については、同プランを令和 11（2029）年度に改定し、継続して

取り組んでいきます。 

【いたばし子育て支援・社会的養育推進プラン 2029における主な取組】 

 □「子どもの権利ノート」等の配付 

 □児童養護施設及び一時保護施設での「第三者委員」「意見箱」等の設置 

 □一時保護施設での「子ども会議」の推進 

 □子どもや関係機関に向けた権利擁護に関する説明等の実施 

 □意見表明等支援事業の推進 

 □子どもへの意見聴取等措置 

 □被措置児童等虐待対応 

 □被措置児童等を対象とした子どもの権利に関する理解度の確認体制の整備 

 □社会的養護施策検討の際の当事者等参画 

 ※詳細は「いたばし子育て支援・社会的養育推進プラン 2029」P.80～84 

 

 

２ 子育ての学び・家事や育児の協働 

〇核家族化の進行や地域のつながりの希薄化など家庭をめぐる環境が変化している中で、祖父母

や近隣の人から子育てに関する助言や支援、協力を得ることが難しい状況にあります。また、

少子化が進行する中で、子ども・若者にとって、乳幼児と触れ合う機会が減少しているとの指

摘もあります。 

〇子育て当事者が、過度な使命感や負担を抱くことなく、健康で、自己肯定感とゆとりを持って、

子どもに向き合えるようにすることが、子ども・若者の健やかな成長のために重要です。 

○仕事と育児の両立支援や育児負担軽減のための支援制度の充実を図るため、家事・育児支援事

業及び乳幼児期の子育て応援教室の利用促進や小・中学校の就学期における家庭教育の支援等

に取り組みます。 
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〇国は「イクメンプロジェクト」を「共育（トモイク）プロジェクト」にリニューアルし、家事

関連時間の男女差の解消等をめざしていることや、区においても令和７（2025）年度を「父親

支援元年」と位置づけていることを踏まえ、仕事と育児の両立支援策だけでなく、育児不安解

消のための講座やメンタルヘルス向上のための相談受付など、育児支援施策の充実を図ります。

男性の家事・育児の支援にあたっては、実践的スキルの習得に向けたセミナーや家庭内での協

働を促す啓発イベントなど、多角的なアプローチで取り組みます。 

 

 

３ 人材確保・育成支援 

○幼児教育や保育に携わる者、教職員、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、

社会教育に携わる者、児童相談所や児童福祉施設等の職員及び里親、障がい児支援に携わる者、

民生委員・児童委員、保護司、地域で子ども・若者や子育てへの支援を担っているＮＰＯ等の

民間団体の職員など、子ども・若者の健やかな育ちや困難に対する支援、子育て支援を適切に

実施していくためには、たくさんの人材が必要ですが、少子化が進行することによって、こう

した担い手を確保することも困難な時代を迎えています。 

○令和６（2024）年 12月、国は「保育政策の新たな方向性」の一つとして、保育人材とテクノロ

ジーの活用等による業務改善を強力に進めるとし、主な施策として、保育士・幼稚園教諭等の

処遇、保育人材の確保のための総合的な対策、保育の現場・職業の魅力発信、保育ＤＸの推進

による業務改善に取り組むとしています。 

○また、児童相談所機能を担う人材確保・育成に向けては、「いたばし子育て支援・社会的養育推

進プラン 2029」に基づき、児童虐待相談対応件数などに応じて必要な人員を適切に確保しつつ、

職員の研修・人事交流、法的対応体制の強化など様々な手法を用いて、専門性の向上に取り組

んでいます。 

○さらに、ヤングケアラーの支援に向けては、まずは周りの大人が気づくことが重要であり、学

校、あいキッズ、民生・児童委員のほか、介護事業者など関係機関に向けた研修及び普及啓発

を継続的・定期的に実施し、必要に応じて相談から見守り・個別支援につなげていく仕組みづ

くりに取り組んでいます。 

○引き続き、こうした取組を強化しつつ、国や東京都の制度を有効活用しながら、地域における

身近な大人や若者、ボランティア、ピアサポートができる人材など多様な人材を確保・育成し、

専門性を高めるとともに、関係機関における連携強化を図っていきます。 

○併せて、「こども性暴力防止法」に基づき、令和８（2026）年度から施行される日本版ＤＢＳ 

（子どもと接する仕事に就く人々の性犯罪歴を確認する制度）について、国の動向を注意し、

運用開始に向けた検討を進めていきます。 

  

※DBS（Disclosure and Barring Service）：日本語で「犯罪証明管理および発行システム」など訳される。 
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４ 子どもの安心・安全 

〇子どもの健やかな成長には、地域との関わりが不可欠です。地域社会全体で子どもや子育て世

帯を見守り、支え、地域社会がつながることが、子どもの安心・安全につながります。 

〇防犯について、板橋区生活安全条例に基づき、子どもを含むすべての区民が安心して生活でき

るよう、区、関係機関、関係団体、事業者及び区民が、相互に連携した活動を行うことにより、

地域社会における生活安全を推進しています。 

〇子どもたちが安心して生活できる環境づくりを推進するために、区立小・中学校各校ＰＴＡと

協力した「子どもを守ろう！合同パトロール」を実施しています。町会・自治会などの関係機

関・団体との連携を通じて、パトロール・見守り活動を強化しています。 

〇登下校時における児童の安全確保のために、「通学路安全プログラム」に基づいた関係機関に

よる通学路安全合同点検を実施し、危険箇所の抽出や対策の検討、対応をしています。また、

「げんきっ子トラフィックスクール」などによる子どもたちの交通安全への意識向上を促すこ

とで、交通事故や不慮の事故の防止に努めていきます。 

〇区立保育園では、地域や施設の実情等に即した「防災マニュアル・ＢＣＰ」を園ごとに策定し

ています。また、日頃から地域や近隣施設等との連携及び防災訓練を実施しており、大規模災

害の発生時などには、適時・的確な行動に取り組みます。 

〇また、区内すべての民間保育施設のＢＣＰ（事業継続計画）策定を支援しています。乳幼児対

応の設備等が整っている自園での対応を想定しています。 

〇路上や公園などでの喫煙等の対策として、駅周辺の巡回や路面ペイントなどにより、喫煙者等

への啓発活動を通じて、迷惑行為の防止に取り組んでいきます。 

〇公園改修や道路・施設整備の際には、バリアフリー化を図るなどユニバーサルデザインの考え

方に立って、子どもたちを含む誰もが安心・安全に利用できる環境の整備を行います。 

 

５ 進行管理 

〇区長を本部長とする「板橋区子ども・子育て支援本部」において、毎年、成果や進捗状況を報

告し、課題と今後の方向性を整理したうえで、改善につなげていくＰＤＣＡサイクルを有効に

機能させます。 

〇時代と共に変化する区民ニーズの変化や法改正などの変化によって、計画内容に大きな変動が

生じる場合は、迅速かつ柔軟に対応し、必要に応じて見直し等の適切な対応を図ります。 

〇板橋区子ども・子育て会議条例に基づき、区の付属機関として設置している「板橋区子ども・

子育て会議」（区民公募委員、関連団体・関係機関の代表者及び学識経験者などで構成）におい

て、計画の進捗状況を報告し、意見等を伺って、施策や事務事業の改善につなげていきます。 

○計画の進捗状況は、毎年、区のホームページにおいて公表します。また、「板橋区子ども・子育

て会議」についても、開催時間や周知方法などを工夫し、区民公募委員への応募や傍聴参加の

増加を図るなど、情報公開と区民参加を推進していきます。
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１ 策定経過 

（１）板橋区子ども・子育て支援本部【令和７(2025)年度】 

回数 開催日 内容 

第１回 令和７(2025)年４月 22日 
○次期「いたばし子ども未来応援宣言」の策定方針

について 

第２回 令和７(2025)年９月９日 
○（仮称）いたばし子ども・若者・子育て応援プラ

ン 2030 骨子案について 

第３回 令和７(2025)年 11月４日 
○（仮称）いたばし子ども・若者・子育て応援プラ

ン 2030 （素案）について 

第４回 令和８(2026)年１月 20日 
○いたばし子ども・若者・子育て応援プラン 2030 

（案）について 

 

（２）板橋区子ども・子育て会議【令和７（2025）年度】 

回数 開催日 内容 

第１回 令和７(2025)年５月８日 
○次期「いたばし子ども未来応援宣言」の策定方針

について 

第２回 令和７(2025)年９月 11日 
○（仮称）いたばし子ども・若者・子育て応援プラ

ン 2030骨子案について 

第３回 令和７(2025)年 11月 10日 
〇（仮称）いたばし子ども・若者・子育て応援プラ

ン 2030 （素案）について 

第４回 令和８(2026)年１月 26日 
○いたばし子ども・若者・子育て応援プラン 2030 

（案）について 
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２ 板橋区子ども・子育て支援本部設置要綱 

（平成２５年５月１４日区長決定） 

（目的）  

第１条 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）、子ども・若者育成支援推進法

（平成２１年法律第７１号）、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）、こどもの貧

困の解消に向けた対策の推進に関する法律（平成２５年法律第６４号。以下「こどもの貧困解消

法」という。）及びこども基本法（令和４年法律第７７号）に基づき、板橋区において子ども政

策にかかる計画を定め、推進するため、板橋区子ども・子育て支援本部（以下「支援本部」とい

う。）を設置する。 

（組織）  

第２条 支援本部は、本部長、副本部長、本部員をもって構成する。  

２ 本部長は、区長とする。  

３ 本部長は、支援本部を総理する。  

４ 副本部長は、副区長の職にある者をもって充てる。  

５ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

６ 本部員は、別表に掲げるところによる。 

７ 前項の規定にかかわらず、本部長は、特定の本部員により支援本部会議を開催することができ

る。 

（所掌事項）  

第３条 支援本部の所掌事項は、次のとおりとする。  

(1) 次世代育成支援対策推進法、子ども・若者育成支援推進法、子ども・子育て支援法、こど

もの貧困解消法及びこども基本法に基づく、子ども政策の推進にかかる計画の策定、進行管

理、評価及び改善に関すること。 

(2) 前号において策定する計画と一体的に、又は連携して推進すべき子ども政策にかかる計画

の策定、進行管理、評価及び改善に関すること。 

(3) その他、子ども政策にかかる重要な事項として本部長が認めること。 

２ 次に掲げる場合については、板橋区子ども・子育て会議条例（平成２５年板橋区条例第３３号）

に基づき設置する板橋区子ども・子育て会議の意見を聴き、又は助言を得るものとする。  

(1) 子ども・子育て支援法第７２条第１項各号の定めに基づく事務を処理するとき。 

(2) 第３条第１号に定める事務を処理するとき。 

(3) その他、本部長が適当と認めたとき。 

（会議）  

第４条 本部長は、必要に応じて副本部長及び本部員を招集し、会議を主宰する。  

２ 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の関係職員を支援本部に出席させ、意見を

聞くことができる。  

（子ども政策にかかる計画の推進）  

第５条 子ども政策にかかる計画の実施については、東京都板橋区組織規則（昭和４６年板橋区規

則第５号）で定める部及び教育委員会事務局が行うこととする。 

（連絡調整会議） 
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第６条 支援本部の円滑な運営を図るため、支援本部に連絡調整会議を設置する。 

２ 連絡調整会議の座長は、子ども家庭部長をもって充てる。 

３ 連絡調整会議の副座長は、子ども家庭総合支援センター所長をもって充てる。 

４ その他、連絡調整会議の構成員は、別に支援本部において決定する。 

５ 連絡調整会議の開催に際し、必要なときは構成員以外の関係職員を連絡調整会議に出席させ、

意見を聞くことができる。 

６ 連絡調整会議には、専門部会を置くことができる。 

（事務局）  

第７条 支援本部及び連絡調整会議の事務局は、子ども家庭部子ども政策課に置く。  

（委任）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は子ども家庭部長が定める。  

付 則  

この要綱は、平成２５年５月１４日から施行する。  

（以下、省略） 

 

（別表）板橋区子ども・子育て支援本部本部員（第２条関係） 

教育長 

技監 

政策経営部長 

総務部長 

危機管理部長 

区民文化部長 

産業経済部長 

健康生きがい部長 

保健所長 

福祉部長 

子ども家庭部長 

子ども家庭総合支援センター所長 

資源環境部長 

都市整備部長 

まちづくり推進室長 

土木部長 

教育委員会事務局次長 

地域教育力担当部長 

 

  



参考資料 

83 

３ 板橋区子ども・子育て会議条例 

平成25年10月18日東京都板橋区条例第33号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第72条第１項及び

第３項の規定に基づき、区長の付属機関として板橋区子ども・子育て会議（以下「子育て会

議」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 子育て会議は、法第72条第１項各号に掲げる事務その他区長が適当と認めた事項に関し

て検討を行い、その結果に基づいて、区長に意見及び提言を行うものとする。 

（組織） 

第３条 子育て会議は、区民、学識経験者その他区長が必要と認める者のうちから、区長が委嘱

又は任命する委員20人以内をもって組織する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 子育て会議に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 副会長は、会長が指名する。 

４ 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（招集） 

第６条 子育て会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、委員の３分の１以上の者から子育て会議の招集の請求があったときは、子育て会議

を招集しなければならない。 

（会議） 

第７条 子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

２ 子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによ

る。 

（意見聴取等） 

第８条 会長は、子育て会議において必要があると認めたときは、関係人の出席を求めて意見や

事情等の聴取を行い、又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、板橋区規則で定める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

   付 則（令和５年３月 15日東京都板橋区条例第９号） 

この条例は、令和５年４月 1日から施行する。 
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４ 板橋区子ども・子育て会議委員名簿 

○令和 7（2025）年 11月～ 

 氏 名 所属団体等 役職 

1 野澤 祥子 学識経験者（東京大学大学院教育学部・教育学研究科特任教授） 会 長 

2 𠮷田 正幸 学識経験者（(株)保育システム研究所代表取締役） 副会長 

3 清水 園子 板橋区医師会 委 員 

4 高田 修一 板橋産業連合会 〃 

5 三枝 節夫 板橋区青少年健全育成地区委員会連合会 〃 

6 白鳥 円啓 板橋区青少年委員会 〃 

7 田邉 和子 板橋区民生・児童委員協議会 〃 

8 山田 貴之 板橋区立中学校ＰＴＡ連合会 〃 

9 小室 仁一 板橋区立中学校校長会 〃 

10 大塚 かんな 板橋区立小学校ＰＴＡ連合会 〃 

11 芦谷 佳容 板橋区立小学校校長会 〃 

12 舘岡 由美 板橋区私立幼稚園ＰＴＡ連合会 〃 

13 島田 麻美 板橋区私立幼稚園協会 〃 

14 下竹 敬史 板橋区私立保育園園長会 〃 

15 内山 亜希 障がい者団体 〃 

16 和田 英里 区民委員 〃 

17 齋木 朋美 区民委員 〃 

18 島田 莉沙 区民委員 〃 

○令和７（2025）年 10月まで 

 氏 名 所属団体等 役職 

1 吉野 正俊 板橋区医師会 委員 

2 遠藤 栄子 板橋区民生・児童委員協議会 〃 

3 安彦 直幸 板橋区立中学校ＰＴＡ連合会 〃 

4 前田 康夫 板橋区立中学校校長会 〃 

5 伊藤 千代美 板橋区立小学校ＰＴＡ連合会 〃 

6 木村 道人 板橋区立小学校校長会 〃 

7 古村 友紀 板橋区私立幼稚園ＰＴＡ連合会 〃 

8 北 菜々子 区民委員 〃 

9 栂村 昌宏 区民委員 〃 

10 宮﨑 要 区民委員 〃 

 

順不同・敬称略 
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５ いたばし子育て支援・社会的養育推進プラン 2029概要 
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板橋区基本構想において、区が将来像 

「未来をひらく 緑と文化のかがやくまち “板橋”」の 

実現に向けて掲げた「９つのめざす姿」を 

視点ごとに象徴したものです 

９つのめざす姿 

（子ども・若者）のシンボル 
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